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令令和和６６年年度度事事業業報報告告書書

（（令令和和６６年年４４月月１１日日～～令令和和７７年年３３月月３３１１日日））

当協議会は「不当景品類及び不当表示防止法」に基づく「不動産の表示に関する公正競争規約」

以下「表示規約」という。 及び「不動産業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約」

以下「景品規約」という、また表示規約と景品規約を総称して「規約」という。 の運用を通じ

て、不動産広告の表示適正化を図り、不動産業界の健全な発展に資することを目的とする。

この目的に照らし、当協議会は所期の成果を上げるため、令和６年度事業計画書に沿って、常

時、規約に関する相談に対応・指導等を行うとともに、規約違反の疑いのある広告表示や景品提

供については調査を行い、規約違反が認められた場合は一定の措置を講じた。

以下、令和６年度における事業活動状況及び会議開催状況等について報告する。

１１ 表表示示規規約約のの一一部部変変更更

令和６年１０月１日からの景品表示法の改正施行に伴い、表示規約の認定の根拠条文が同法

第３１条から第３６条になるため、同法第３１条を引用している表示規約第１条に定める目的

の規定を一部変更した。

なお、この表示規約の一部変更は形式的な変更のみであり、実質的な規制の変更はない。

２２ 規規約約のの普普及及啓啓発発・・周周知知徹徹底底

（（１１））ホホーームムペペーージジににおおけけるる広広報報（（ ））

規約の普及啓発・周知徹底に資するため、事業活動状況、規約違反に対する違約金課徴事

例、不動産広告の見方など各種の情報をホームページに掲載した。

（（２２））広広報報紙紙「「公公取取協協ににゅゅううすす」」のの作作成成・・配配布布

令和６年５月、８月及び令和７年３月、消費者団体、公立図書館、構成団体等に対し、当

協議会の事業活動のＰＲを図るため、広報紙を年３回、計６ ７５０部を配布すると同時に、

ホームページにも広報紙を掲載することによりその効果を一層高めた。

（（３３））不不動動産産業業界界紙紙へへのの当当協協議議会会ののＰＰＲＲ広広告告等等のの掲掲載載

令和６年１月、８月、９月の住宅新報において、事業者に対する当協議会の目的・意義等

のＰＲを図るための広告を年３回掲載した。

（（４４））不不動動産産広広告告にに関関すするる消消費費者者講講座座のの開開催催

令和６年１２月８日、ＯＭＭにおいて、消費者に対する規約の普及啓発を図るため、「不

動産広告に関する消費者講座」（規約研修会）を開催した。

消費者講座の開催にあたっては、ホームページでの募集をはじめ朝日新聞、ＮＨＫラジオ、

消費者団体、公立図書館等に案内パンフレットを送付するなど、広く参加者募集に関する協

２

力を求めたところ、消費者講座には２８名の消費者が出席した。

（（５５））規規約約のの相相談談業業務務

事業者、賛助会員、維持会員、広告代理店、広告媒体社等からの規約に関する相談につい

ては、常時、事務局において電話又は面談で対応することにより、規約違反の未然防止を図

るとともに、消費者目線に立った広告作成の理解促進に努めた。

令和６年度相談件数は２ ８０５（実数）、表示規約関係は３ ４１２（延べ数）、景品規約

関係５５１（延べ数）、相談事項は４ ００２となり、詳細は表１～４のとおりである。

その一方で、規約の対象とはならない不動産取引やトラブル等の相談については、適切な

相談窓口や関係機関を紹介することにより解決を促した。

＜相談内容の一部抜粋＞

・ 元付会社のミス情報のために客付会社が規約違反した場合の広告責任は？

・ 中古マンションから最寄り駅までの道路距離の計測の始点は？

・ 新築住宅の販売価格に水道負担金を含めなければならないか？

・ 電車の所要時間の記載の基準となる通勤ラッシュ時の時間帯とは何時か？

・ 建築基準法上の納戸を「フリールーム」と記載したいが？

・ ・ ・ 等のＳＮＳ広告は規約の規制対象となるのか？

・ 紹介者への謝礼は景品類の提供として取り扱うのか？

令令和和６６年年度度相相談談件件数数・・規規約約条条項項別別内内訳訳

【【表表１１】】相相談談件件数数（（計計２２ ８８００５５））
区 分 令和６年度 令和５年度 増減数

事業者 １０８７ ９８６ １０１
広告代理店・広告媒体社等 １６０２ ２０２１ －４１９
関係官公庁 ２４ ２０ ４
構成団体・関係団体 ５０ ３９ １１
消費者 ３３ ４９ －１６
そのほか ９ ４ ５

計 ２８０５ ３１１９ －３１４
※ 相談件数は相談内容が複数であっても、事業者等の実数で表記している。

【【表表２２】】表表示示規規約約関関係係（（計計３３ ４４１１２２））
区 分 令和６年度 令和５年度 増減数

事業者の責務（２条） １４ ６ ８
広告会社等の責務（３条） １０ ９ １
用語の定義（４条） １０７ １４９ －４２
広告表示の開始時期の制限（５条） ４０７ ４８１ －７４
建築条件付土地の建物表示（６条） ９４ １７６ －８２
自由設計型マンション企画（７条） ０ １ －１
必要な表示事項（８条） ５３０ ５６５ －３５
予告広告（９条） １４７ ２０１ －５４
副次的表示（ 条） ５ １ ４
シリーズ広告（ 条） ２ ２ ０
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広告代理店・広告媒体社等 １６０２ ２０２１ －４１９
関係官公庁 ２４ ２０ ４
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計 ２８０５ ３１１９ －３１４
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【【表表２２】】表表示示規規約約関関係係（（計計３３ ４４１１２２））
区 分 令和６年度 令和５年度 増減数

事業者の責務（２条） １４ ６ ８
広告会社等の責務（３条） １０ ９ １
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自由設計型マンション企画（７条） ０ １ －１
必要な表示事項（８条） ５３０ ５６５ －３５
予告広告（９条） １４７ ２０１ －５４
副次的表示（ 条） ５ １ ４
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３

必要な表示事項の適用除外（ 条） ３４ １４ ２０
特定事項の明示義務（ 条） １３０ １２６ ４
記事広告の広告明示義務（ 条） ２ ４ －２
見やすい文字の大きさ（規則８条） ２５ ６０ －３５
内容・取引条件等の表示基準（ 条） ６４４ ５８４ ６０
節税効果等の表示基準（ 条） １１ １２ －１
入札・競り売りの表示基準（ 条） ３ １７ －１４
特定用語の使用基準（ 条） １６０ ９８ ６２
物件の名称の使用基準（ 条） ２８８ ３５９ －７１
不当な二重価格表示（ 条） １０２ １７３ －７１
おとり広告（ 条） ８３ ６３ ２０
不当な比較広告（ 条） ４６ ７３ －２７
その他の不当表示（ 条） ４３６ ３２７ １０９
表示の修正・内容変更の公示（ 条） ８９ ３８ ５１
違反に対する調査・措置（ 条・ 条） ３５ ２４ １１
そのほか ８ ７ １

計 ３４１２ ３５７０ －１５８
※ 表示規約の条項別内訳数は延べ数で表記している。

【【表表３３】】景景品品規規約約関関係係（（計計５５５５１１））
区 分 令和６年度 令和５年度 増減数

懸賞景品（３条１項１号） １２５ １４２ －１７
総付景品（３条１項２号） １６０ ２１１ －５１
共同懸賞（３条３項） ２ １ １
値引き（規則１条） １１０ １７８ －６８
アフターサービス（規則２条） １７ ２０ －３
不動産に付属する経済上の利益（規則３条） １８ １９ －１
取引価額（規則５条） ４９ ３５ １４
景品類でも限度額を超えて提供（規則６条） １７ １３ ４
景品類の価額の算定基準（規則７条） ４２ １５ ２７
オープン懸賞 ８ ３６ －２８
そのほか ３ ２ １

計 ５５１ ６７２ －１２１
※ 景品規約の条項別内訳数は延べ数で表記している。

【【表表４４】】相相談談事事項項（（計計４４ ００００２２））
区 分 令和６年度 令和５年度 増減数

表示規約関係 ３４１２ ３５７０ －１５８
景品規約関係 ５５１ ６７２ －１２１
宅地建物取引業法等の関係法令 ３５ ４０ －５
そのほか ４ ２ ２

計 ４００２ ４２８４ －２８２
※ 相談事項の件数は延べ数で表記している。

（（６６））規規約約研研修修会会のの開開催催とと講講師師派派遣遣

①① 規規約約研研修修会会のの開開催催

令和７年１月１７日、ＯＭＭにおいて、規約違反の再発防止を図るため、警告、厳

重警告及び違約金課徴の措置を受けている会員事業者を対象に義務講習会 規約研修

会 を開催し、１９名の会員事業者が出席した。

４

②② 構構成成団団体体ににおおけけるる規規約約研研修修会会へへのの講講師師派派遣遣とと研研修修動動画画のの収収録録

構成団体からの講師派遣の要請を受け「規約研修会」に当協議会から講師を派遣す

るとともに研修動画の収録や資料作成にも協力した。

規約研修会への講師派遣回数は年３回、総数１５２名の出席者に講義を行った。

③③ 規規約約研研修修会会のの動動画画のの一一部部変変更更とと動動画画デデーータタのの提提供供

令和７年２月、新規入会者向けの規約研修会の動画の資料を最新データに一部変更

し、あらためて構成団体にＤＶＤと動画データを提供した。

（（７７））賛賛助助会会員員・・維維持持会会員員ととのの連連携携

令和７年３月７日、大阪キャッスルホテルにおいて、「令和６年度不動産広告問題研究会」

（出席者総数３８名）を開催し、ステマ告示の注意点及び広告相談事例等について意見・情

報交換を行うとともに、適宜、相談事例の共有を通じて規約遵守の協力を求めた。

他方、同年２月２０日、不動産公正取引協議会連合会の主催による賛助会員向けの規約研

修会をオンラインで開催した。

なお、令和７年３月３１日現在、賛助会員は３５社、維持会員は２社である。

（（８８））学学生生向向けけ賃賃貸貸ママンンシショョンン等等のの広広告告にに関関すするる注注意意喚喚起起

令和６年９月２４日、当協議会から学生向け賃貸マンション等のインターネットにおける

「おとり広告」について注意喚起を図るため、引き続き、近畿二府四県の２５７の大学・短

期大学に注意喚起書を送り、その掲示又は配布の協力を求めた。

（（９９））規規約約のの冊冊子子・・公公正正表表示示スステテッッカカーーのの頒頒布布

規約の条文集「不動産の公正競争規約」（２ ７８７部）、実務者向けの規約解説書「不動産

広告ハンドブック」（７０５部）の頒布に加え、内発的な規約遵守の動機付けを喚起するため、

構成団体を通じて、店頭掲示用の「公正表示ステッカー」（１ ８１７枚）を頒布した。

３３ 規規約約違違反反にに対対すするる調調査査・・措措置置

（（１１）） 消消費費者者及及びび事事業業者者等等かかららのの申申告告・・移移送送案案件件等等のの受受付付・・処処理理

消費者、事業者及び関係団体等からの規約違反被疑事案に対する情報提供・申告等を受付、

それらの被疑事案に公正・公平に対応することにより、規約の実効性の確保に努めた。

（（２２））規規約約違違反反被被疑疑事事案案のの調調査査にに対対すするる協協力力義義務務のの周周知知依依頼頼

令和６年９月１１日、当協議会から構成団体長に対し、引き続き、円滑な調査を実施する

ため、規約違反被疑事案の調査協力義務について当該会員事業者への周知を依頼した。
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３

必要な表示事項の適用除外（ 条） ３４ １４ ２０
特定事項の明示義務（ 条） １３０ １２６ ４
記事広告の広告明示義務（ 条） ２ ４ －２
見やすい文字の大きさ（規則８条） ２５ ６０ －３５
内容・取引条件等の表示基準（ 条） ６４４ ５８４ ６０
節税効果等の表示基準（ 条） １１ １２ －１
入札・競り売りの表示基準（ 条） ３ １７ －１４
特定用語の使用基準（ 条） １６０ ９８ ６２
物件の名称の使用基準（ 条） ２８８ ３５９ －７１
不当な二重価格表示（ 条） １０２ １７３ －７１
おとり広告（ 条） ８３ ６３ ２０
不当な比較広告（ 条） ４６ ７３ －２７
その他の不当表示（ 条） ４３６ ３２７ １０９
表示の修正・内容変更の公示（ 条） ８９ ３８ ５１
違反に対する調査・措置（ 条・ 条） ３５ ２４ １１
そのほか ８ ７ １

計 ３４１２ ３５７０ －１５８
※ 表示規約の条項別内訳数は延べ数で表記している。

【【表表３３】】景景品品規規約約関関係係（（計計５５５５１１））
区 分 令和６年度 令和５年度 増減数

懸賞景品（３条１項１号） １２５ １４２ －１７
総付景品（３条１項２号） １６０ ２１１ －５１
共同懸賞（３条３項） ２ １ １
値引き（規則１条） １１０ １７８ －６８
アフターサービス（規則２条） １７ ２０ －３
不動産に付属する経済上の利益（規則３条） １８ １９ －１
取引価額（規則５条） ４９ ３５ １４
景品類でも限度額を超えて提供（規則６条） １７ １３ ４
景品類の価額の算定基準（規則７条） ４２ １５ ２７
オープン懸賞 ８ ３６ －２８
そのほか ３ ２ １

計 ５５１ ６７２ －１２１
※ 景品規約の条項別内訳数は延べ数で表記している。

【【表表４４】】相相談談事事項項（（計計４４ ００００２２））
区 分 令和６年度 令和５年度 増減数

表示規約関係 ３４１２ ３５７０ －１５８
景品規約関係 ５５１ ６７２ －１２１
宅地建物取引業法等の関係法令 ３５ ４０ －５
そのほか ４ ２ ２

計 ４００２ ４２８４ －２８２
※ 相談事項の件数は延べ数で表記している。

（（６６））規規約約研研修修会会のの開開催催とと講講師師派派遣遣

①① 規規約約研研修修会会のの開開催催

令和７年１月１７日、ＯＭＭにおいて、規約違反の再発防止を図るため、警告、厳

重警告及び違約金課徴の措置を受けている会員事業者を対象に義務講習会 規約研修

会 を開催し、１９名の会員事業者が出席した。

４

②② 構構成成団団体体ににおおけけるる規規約約研研修修会会へへのの講講師師派派遣遣とと研研修修動動画画のの収収録録

構成団体からの講師派遣の要請を受け「規約研修会」に当協議会から講師を派遣す

るとともに研修動画の収録や資料作成にも協力した。

規約研修会への講師派遣回数は年３回、総数１５２名の出席者に講義を行った。

③③ 規規約約研研修修会会のの動動画画のの一一部部変変更更とと動動画画デデーータタのの提提供供

令和７年２月、新規入会者向けの規約研修会の動画の資料を最新データに一部変更

し、あらためて構成団体にＤＶＤと動画データを提供した。

（（７７））賛賛助助会会員員・・維維持持会会員員ととのの連連携携

令和７年３月７日、大阪キャッスルホテルにおいて、「令和６年度不動産広告問題研究会」

（出席者総数３８名）を開催し、ステマ告示の注意点及び広告相談事例等について意見・情

報交換を行うとともに、適宜、相談事例の共有を通じて規約遵守の協力を求めた。

他方、同年２月２０日、不動産公正取引協議会連合会の主催による賛助会員向けの規約研

修会をオンラインで開催した。

なお、令和７年３月３１日現在、賛助会員は３５社、維持会員は２社である。

（（８８））学学生生向向けけ賃賃貸貸ママンンシショョンン等等のの広広告告にに関関すするる注注意意喚喚起起

令和６年９月２４日、当協議会から学生向け賃貸マンション等のインターネットにおける

「おとり広告」について注意喚起を図るため、引き続き、近畿二府四県の２５７の大学・短

期大学に注意喚起書を送り、その掲示又は配布の協力を求めた。

（（９９））規規約約のの冊冊子子・・公公正正表表示示スステテッッカカーーのの頒頒布布

規約の条文集「不動産の公正競争規約」（２ ７８７部）、実務者向けの規約解説書「不動産

広告ハンドブック」（７０５部）の頒布に加え、内発的な規約遵守の動機付けを喚起するため、

構成団体を通じて、店頭掲示用の「公正表示ステッカー」（１ ８１７枚）を頒布した。

３３ 規規約約違違反反にに対対すするる調調査査・・措措置置

（（１１）） 消消費費者者及及びび事事業業者者等等かかららのの申申告告・・移移送送案案件件等等のの受受付付・・処処理理

消費者、事業者及び関係団体等からの規約違反被疑事案に対する情報提供・申告等を受付、

それらの被疑事案に公正・公平に対応することにより、規約の実効性の確保に努めた。

（（２２））規規約約違違反反被被疑疑事事案案のの調調査査にに対対すするる協協力力義義務務のの周周知知依依頼頼

令和６年９月１１日、当協議会から構成団体長に対し、引き続き、円滑な調査を実施する

ため、規約違反被疑事案の調査協力義務について当該会員事業者への周知を依頼した。
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５

（（３３））規規約約遵遵守守にに関関すするる各各種種調調査査のの実実施施 事事業業者者総総数数１１００８８・・調調査査物物件件総総数数１１７７２２

規約の普及とその定着を図るため、構成団体はもとより関係官公庁、関係団体等に支援と

協力を求め、引き続き、官民合同不動産広告実態調査及び臨時調査を実施した。

①① 官官民民合合同同不不動動産産広広告告実実態態調調査査のの実実施施 事事業業者者数数８８９９・・調調査査物物件件数数１１２２４４

令和６年１０月２５日の京都府から令和７年３月３日の大阪府までの期間、構成団

体をはじめ近畿二府四県の景品表示法・宅建業法担当課、関係団体及び消費者モニタ

ー等に協力を求め、広告実態調査を表５のとおり年７回実施した。

【【表表５５】】官官民民合合同同不不動動産産広広告告実実態態調調査査のの概概要要

開催日 調査班 事業者数 物件数 ネット広告（チラシ等）

京都府 令和６年１０月２５日 １０ １８ １８ 売買 ・賃貸

和歌山県 令和６年１１月１２日 ４ ８ ８ 売買 ・賃貸

滋賀県 令和６年１１月１５日 ８ ９ ９ 売買

兵庫県 令和６年１１月２５日 ５ ９ １２ 売買 ・賃貸

奈良県 令和６年１１月２９日 ５ １５ １５ 売買 ・賃貸

大阪府
令和６年１２月１６日① １０ ２０ ３９ 売買

令和７年 ３月 ３日② ５ １０ ２３ 賃貸

②② 規規約約違違反反被被疑疑事事案案にに係係るる臨臨時時調調査査のの実実施施 事事業業者者数数１１９９・・調調査査物物件件数数４４８８））

消費者及び事業者等からの申告を受け、規約違反被疑広告に係る臨時調査（規約違

反に対する改善指導を含む）を表６のとおり実施した。

【【表表６６】】臨臨時時調調査査のの概概要要

事業者数 物件数 ネット広告

兵庫県 ２ ２ 売買 ・賃貸 １

大阪府 １７ ４６ 売買 ・賃貸

（（４４））事事情情聴聴取取会会のの開開催催 対対象象事事業業者者数数：：２２

令和６年４月１１日、３０日、ＯＭＭにおいて規約違反内容の事実確認や広告作成経緯等

を聴取するとともに、当該会員事業者からの弁明等の機会を確保するため、規約の規定に基

づき「事情聴取会」を年２回開催した。

（（５５））規規約約違違反反にに対対すするる措措置置及及びびポポーータタルルササイイトト掲掲載載停停止止等等のの施施策策

規約違反行為の内容、程度その他の事情を勘案し、４８の会員事業者に改善措置を表７の

とおり講じるとともに、表８のポータルサイトの運営会社・団体の規定等に基づき、引き続

き、厳重警告及び違約金課徴の対象事業者に対する広告掲載停止の施策を実施したほか、当

協議会のホームページに厳重警告及び違約金課徴の事案の概要を記載することにより、規約

違反に対する抑止効果を内外に図った。

６

さらに、インターネット広告の適正化の観点から、引き続き、首都圏ポータルサイト部会

とは厳重警告及び違約金課徴の対象事業者の情報共有に加え、警告の措置対象事業者につい

ても事業者名や規約違反内容を情報共有し、規約違反の未然防止・再発防止に係る取り組み

への協力を求めた。

【【表表７７】】規規約約違違反反にに対対すするる措措置置区区分分・・対対象象事事業業者者数数

媒 体

区 分
インターネット チラシ等

厳重警告・違約金課徴 ２ ０

警 告 １５ ０

注 意 等 ２８ ３

小 計 ４５ ３

合 計 ４８

【【表表８８】】広広告告掲掲載載停停止止のの施施策策をを実実施施ししたたポポーータタルルササイイトト

掲載停止開始 ポータルサイト名

平成２９年 ８月 アットホーム

平成２９年 ８月 ＣＨＩＮＴＡＩ

平成２９年 ８月 ＬＩＦＵＬＬ ＨＯＭＥ‘Ｓ

平成２９年 ８月 ＳＵＵＭＯ

平成２９年１０月 ラビ―ネット不動産

平成２９年１２月 ハトマークサイト

平成３０年１２月 Ｙａｈｏｏ！不動産

※ 掲載停止等の対象：厳重警告及び違約金課徴の措置対象事業者

４４ 当当協協議議会会のの運運営営・・渉渉外外

（（１１））消消費費者者担担当当大大臣臣かかららのの景景品品表表示示適適正正化化功功績績団団体体のの受受章章

令和７年２月２６日、消費者担当大臣から規約の運用を通じた消費者保護の功績が認め

られ、消費者担当大臣室において、「令和６年度景品表示適正化功績団体」を受章した。

これを受け、同年３月に「令和６年度景品表示適正化功績団体」の受章の記事が住宅新

報に掲載された。

（（２２））定定時時社社員員総総会会・・理理事事会会のの開開催催

①① 第第１１回回理理事事会会 令令和和６６年年６６月月３３日日 於於：：ＯＯＭＭＭＭ

ア 会長報告・あいさつ

イ 報告事項 第１号 景品表示法改正に伴う表示規約第１条の変更

第２号 景品類の指定告示の運用基準の一部変更

第３号 社員 個人会員 の退会及び入会

第４号 名誉役員の退任
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５

（（３３））規規約約遵遵守守にに関関すするる各各種種調調査査のの実実施施 事事業業者者総総数数１１００８８・・調調査査物物件件総総数数１１７７２２

規約の普及とその定着を図るため、構成団体はもとより関係官公庁、関係団体等に支援と

協力を求め、引き続き、官民合同不動産広告実態調査及び臨時調査を実施した。

①① 官官民民合合同同不不動動産産広広告告実実態態調調査査のの実実施施 事事業業者者数数８８９９・・調調査査物物件件数数１１２２４４

令和６年１０月２５日の京都府から令和７年３月３日の大阪府までの期間、構成団

体をはじめ近畿二府四県の景品表示法・宅建業法担当課、関係団体及び消費者モニタ

ー等に協力を求め、広告実態調査を表５のとおり年７回実施した。

【【表表５５】】官官民民合合同同不不動動産産広広告告実実態態調調査査のの概概要要

開催日 調査班 事業者数 物件数 ネット広告（チラシ等）

京都府 令和６年１０月２５日 １０ １８ １８ 売買 ・賃貸

和歌山県 令和６年１１月１２日 ４ ８ ８ 売買 ・賃貸

滋賀県 令和６年１１月１５日 ８ ９ ９ 売買

兵庫県 令和６年１１月２５日 ５ ９ １２ 売買 ・賃貸

奈良県 令和６年１１月２９日 ５ １５ １５ 売買 ・賃貸

大阪府
令和６年１２月１６日① １０ ２０ ３９ 売買

令和７年 ３月 ３日② ５ １０ ２３ 賃貸

②② 規規約約違違反反被被疑疑事事案案にに係係るる臨臨時時調調査査のの実実施施 事事業業者者数数１１９９・・調調査査物物件件数数４４８８））

消費者及び事業者等からの申告を受け、規約違反被疑広告に係る臨時調査（規約違

反に対する改善指導を含む）を表６のとおり実施した。

【【表表６６】】臨臨時時調調査査のの概概要要

事業者数 物件数 ネット広告

兵庫県 ２ ２ 売買 ・賃貸 １

大阪府 １７ ４６ 売買 ・賃貸

（（４４））事事情情聴聴取取会会のの開開催催 対対象象事事業業者者数数：：２２

令和６年４月１１日、３０日、ＯＭＭにおいて規約違反内容の事実確認や広告作成経緯等

を聴取するとともに、当該会員事業者からの弁明等の機会を確保するため、規約の規定に基

づき「事情聴取会」を年２回開催した。

（（５５））規規約約違違反反にに対対すするる措措置置及及びびポポーータタルルササイイトト掲掲載載停停止止等等のの施施策策

規約違反行為の内容、程度その他の事情を勘案し、４８の会員事業者に改善措置を表７の

とおり講じるとともに、表８のポータルサイトの運営会社・団体の規定等に基づき、引き続

き、厳重警告及び違約金課徴の対象事業者に対する広告掲載停止の施策を実施したほか、当

協議会のホームページに厳重警告及び違約金課徴の事案の概要を記載することにより、規約

違反に対する抑止効果を内外に図った。

６

さらに、インターネット広告の適正化の観点から、引き続き、首都圏ポータルサイト部会

とは厳重警告及び違約金課徴の対象事業者の情報共有に加え、警告の措置対象事業者につい

ても事業者名や規約違反内容を情報共有し、規約違反の未然防止・再発防止に係る取り組み

への協力を求めた。

【【表表７７】】規規約約違違反反にに対対すするる措措置置区区分分・・対対象象事事業業者者数数

媒 体

区 分
インターネット チラシ等

厳重警告・違約金課徴 ２ ０

警 告 １５ ０

注 意 等 ２８ ３

小 計 ４５ ３

合 計 ４８

【【表表８８】】広広告告掲掲載載停停止止のの施施策策をを実実施施ししたたポポーータタルルササイイトト

掲載停止開始 ポータルサイト名

平成２９年 ８月 アットホーム

平成２９年 ８月 ＣＨＩＮＴＡＩ

平成２９年 ８月 ＬＩＦＵＬＬ ＨＯＭＥ‘Ｓ

平成２９年 ８月 ＳＵＵＭＯ

平成２９年１０月 ラビ―ネット不動産

平成２９年１２月 ハトマークサイト

平成３０年１２月 Ｙａｈｏｏ！不動産

※ 掲載停止等の対象：厳重警告及び違約金課徴の措置対象事業者

４４ 当当協協議議会会のの運運営営・・渉渉外外

（（１１））消消費費者者担担当当大大臣臣かかららのの景景品品表表示示適適正正化化功功績績団団体体のの受受章章

令和７年２月２６日、消費者担当大臣から規約の運用を通じた消費者保護の功績が認め

られ、消費者担当大臣室において、「令和６年度景品表示適正化功績団体」を受章した。

これを受け、同年３月に「令和６年度景品表示適正化功績団体」の受章の記事が住宅新

報に掲載された。

（（２２））定定時時社社員員総総会会・・理理事事会会のの開開催催

①① 第第１１回回理理事事会会 令令和和６６年年６６月月３３日日 於於：：ＯＯＭＭＭＭ

ア 会長報告・あいさつ

イ 報告事項 第１号 景品表示法改正に伴う表示規約第１条の変更

第２号 景品類の指定告示の運用基準の一部変更

第３号 社員 個人会員 の退会及び入会

第４号 名誉役員の退任
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７

第５号 自主研修会 規約研修会 の開催

第６号 事情聴取会の開催

第７号 規約違反に対する違約金課徴

第８号 ホームページの更新及び当協議会と類似した名称をかたる

者が行う調査への注意喚起

第９号 財政検印状況など

ウ 決議事項 第１号 令和５年度事業報告書案

第２号 令和５年度決算案

第３号 社員への監事候補者の推薦依頼

第４号 慶弔規程の変更

第５号 印章取扱規程の変更

②② 定定時時社社員員総総会会 令令和和６６年年６６月月２２１１日日 於於：：ホホテテルルググラランンヴヴィィアア大大阪阪

ア 報告事項 第１号 令和５年度事業報告に関する件

イ 審議事項 第１号 定款の変更に関する件

第２号 令和５年度決算案に関する件

第３号 役員の選任に関する件

③③ 第第２２回回理理事事会会 令令和和６６年年６６月月２２１１日日 於於：：ホホテテルルググラランンヴヴィィアア大大阪阪

決議事項 第１号 令和６・７年度会長・副会長・専務理事・常務理事の選定

第２号 令和６・７年度顧問・相談役・参与の委嘱

第３号 令和６・７年度委員の委嘱

第４号 令和６・７年度不動産公正取引協議会連合会への派遣役員

④④ 第第３３回回理理事事会会 令令和和６６年年１１００月月２２９９日日 於於：：ＯＯＭＭＭＭ

ア 会長報告・あいさつ

イ 報告事項 第１号 景品表示法改正に伴う表示規約の変更

第２号 令和７年度消費者モニターの募集

第３号 講師派遣及び賛助会員等との情報共有

第４号 規約違反に係る事実確認等の調査に対する協力依頼

第５号 ホームページの更新及び広報紙の発行

第６号 財政検印状況など

ウ 決議事項 第１号 消費者担当大臣表彰の推薦基準

第２号 令和７年度定時社員総会

⑤⑤ 第第４４回回理理事事会会 令令和和７７年年３３月月２２６６日日 於於：：大大阪阪キキャャッッススルルホホテテルル

ア 会長報告・あいさつ

イ 報告事項 第１号 景品規約の変更

第２号 「景品表示適正化功績団体」大臣表彰式

８

第３号 就業規則の変更

第４号 規約研修会及び不動産広告問題研究会の開催

第５号 令和６年度官民合同実態調査の実施

第６号 令和６年度官民合同実態調査の結果

第７号 令和６年度規約違反に対する違約金課徴

第８号 ホームページの更新及び広報紙の発行

第９号 財政検印状況など

ウ 決議事項 第１号 令和７年度事業計画書案

第２号 令和７年度収支予算書 正味財産増減予算書 案

第３号 特定資産取扱規程及び特定資産の創設

第４号 経理規程の変更

第５号 顧問税理士に対する謝礼

（（３３））特特定定資資産産取取扱扱規規程程のの制制定定及及びび各各種種規規程程のの一一部部変変更更

当協議会の適正な運営等の観点から、当協議会設立７０周年記念事業の準備金を積立す

るため特定資産取扱規程を制定したほか、定款、経理規程及び慶弔規程等を一部変更した。

（（４４））関関係係官官公公庁庁及及びび関関係係団団体体等等ととのの連連携携

当協議会の事業活動を円滑に実施するため、引き続き、通常の広告相談業務はもとより

前記の官民合同不動産広告実態調査及び不動産広告問題研究会等の機会を通じて、公正取

引委員会、消費者庁、国土交通省近畿地方整備局建政部建設産業第二課、近畿二府四県の

景品表示法・宅建業法担当課、関西広告審査協会等との連携の確保に努めた。

（（５５））消消費費者者モモニニタターー制制度度のの運運営営

令和６年度における消費者モニターは、滋賀県２、京都府７、大阪府１３、兵庫県９、奈

良県５及び和歌山県３の総数３９名の府県構成であり次のモニター業務を実施した。

①① アアンンケケーートト調調査査のの実実施施

令和６年４月、消費者モニターに対し不動産広告に対する意識調査を実施したところ、

不動産広告に対する主な意見や要望は次のとおりである。 要旨一部抜粋

・ 広告の内容を事前にチェック・審査するなど、ルールの仕組みを強化してほしい。

・ 若い消費者向けに、学校などで賃貸物件に係る知識を学べる場があったらいいと思う。

・ 物件価格以外にも仲介手数料・諸経費など必要となる費用は必ず広告に記載してほしい。

・ 近隣の環境も知りたいので、ハザードマップと同じような情報も広告に記載してほしい。

・ 隣の建物による日陰や交通騒音などのデメリット情報も積極的に提供してほしい。

・ 個人情報の問題はあるにしても、広告するかぎりは物件の住所までは記載してほしい。

・ インターネット広告の情報量が多すぎて、広告の内容がよくわからないものもある。
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８

第３号 就業規則の変更

第４号 規約研修会及び不動産広告問題研究会の開催

第５号 令和６年度官民合同実態調査の実施

第６号 令和６年度官民合同実態調査の結果

第７号 令和６年度規約違反に対する違約金課徴

第８号 ホームページの更新及び広報紙の発行

第９号 財政検印状況など

ウ 決議事項 第１号 令和７年度事業計画書案

第２号 令和７年度収支予算書 正味財産増減予算書 案

第３号 特定資産取扱規程及び特定資産の創設

第４号 経理規程の変更

第５号 顧問税理士に対する謝礼

（（３３））特特定定資資産産取取扱扱規規程程のの制制定定及及びび各各種種規規程程のの一一部部変変更更

当協議会の適正な運営等の観点から、当協議会設立７０周年記念事業の準備金を積立す

るため特定資産取扱規程を制定したほか、定款、経理規程及び慶弔規程等を一部変更した。

（（４４））関関係係官官公公庁庁及及びび関関係係団団体体等等ととのの連連携携

当協議会の事業活動を円滑に実施するため、引き続き、通常の広告相談業務はもとより

前記の官民合同不動産広告実態調査及び不動産広告問題研究会等の機会を通じて、公正取

引委員会、消費者庁、国土交通省近畿地方整備局建政部建設産業第二課、近畿二府四県の

景品表示法・宅建業法担当課、関西広告審査協会等との連携の確保に努めた。

（（５５））消消費費者者モモニニタターー制制度度のの運運営営

令和６年度における消費者モニターは、滋賀県２、京都府７、大阪府１３、兵庫県９、奈

良県５及び和歌山県３の総数３９名の府県構成であり次のモニター業務を実施した。

①① アアンンケケーートト調調査査のの実実施施

令和６年４月、消費者モニターに対し不動産広告に対する意識調査を実施したところ、

不動産広告に対する主な意見や要望は次のとおりである。 要旨一部抜粋

・ 広告の内容を事前にチェック・審査するなど、ルールの仕組みを強化してほしい。

・ 若い消費者向けに、学校などで賃貸物件に係る知識を学べる場があったらいいと思う。

・ 物件価格以外にも仲介手数料・諸経費など必要となる費用は必ず広告に記載してほしい。

・ 近隣の環境も知りたいので、ハザードマップと同じような情報も広告に記載してほしい。

・ 隣の建物による日陰や交通騒音などのデメリット情報も積極的に提供してほしい。

・ 個人情報の問題はあるにしても、広告するかぎりは物件の住所までは記載してほしい。

・ インターネット広告の情報量が多すぎて、広告の内容がよくわからないものもある。
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９

②② 消消費費者者モモニニタターー説説明明会会のの実実施施

消費者モニター業務の効果を高めるため、当協議会の目的、事業活動及び規約の規制を

３９名の消費者モニターに対し懇切丁寧にレクチャーした。

このため、表９のとおり、ＯＭＭにおいて「第１回消費者モニター説明会」を年６回に

分けて実施するとともに、「第１回消費者モニター説明会」の出席者のうちから希望者のみ

「第２回消費者モニター説明会」を年２回に分けて実施した。

【表９】消消費費者者モモニニタターー説説明明会会のの開開催催状状況況

令和６年４月１２日 第１回消費者モニター説明会 ① 出席者数１４名

令和６年４月２３日 第１回消費者モニター説明会 ② 出席者数 ５名

令和６年４月２５日 第１回消費者モニター説明会 ③ 出席者数 ９名

同 上 第１回消費者モニター説明会 ④ 出席者数 ７名

令和６年５月１５日 第１回消費者モニター説明会 ⑤ 出席者数 １名

令和６年５月２８日 第１回消費者モニター説明会 ⑥ 出席者数 １名

令和６年７月２３日 第２回消費者モニター説明会 ① 出席者数１５名

令和６年８月 ２日 第２回消費者モニター説明会 ② 出席者数１８名

③③ イインンタターーネネッットト広広告告及及びび新新聞聞折折込込チチララシシ等等のの収収集集・・調調査査結結果果

前記②の消費者モニター説明会を踏まえ、前記の官民合同不動産広告実態調査の対象物

件を選定するため、消費者モニターに不動産広告の収集を依頼し、インターネット広告を

３５０物件、新聞折込チラシ等を３４７枚集めた。

これを受け、滋賀県１物件及び奈良県１物件のチラシ広告を調査した結果、規約違反は

見受けられなかった。

④④ 消消費費者者モモニニタターー懇懇談談会会のの開開催催

当協議会の事業活動や規約の解釈運用等の参考とするため、ＯＭＭにおいて「消費者モ

ニター懇談会」を表１０のとおり年２回開催した。

【【表表１１００】】消消費費者者モモニニタターー懇懇談談会会のの開開催催状状況況

令和６年１１月１９日 第１回消費者モニター懇談会 出席者数 ３２名

令和７年 ３月１９日 第２回消費者モニター懇談会 出席者数 ３０名

⑤⑤ 令令和和７７年年度度消消費費者者モモニニタターーのの募募集集・・選選定定

令和７年度消費者モニターの募集にあたって案内パンフレットを作成し、ホームペー

ジでの告知をはじめ、公立図書館、消費者センター、ＮＨＫラジオ、新聞媒体等を通じ

て広く消費者モニターを募集したところ、計１４２名の応募があり、府県区分、志望動

機等を考慮して、滋賀県３、京都府６、大阪府１３、兵庫県１０、奈良県５及び和歌山

県３の総数４０名を消費者モニターに選定した。
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９

②② 消消費費者者モモニニタターー説説明明会会のの実実施施

消費者モニター業務の効果を高めるため、当協議会の目的、事業活動及び規約の規制を

３９名の消費者モニターに対し懇切丁寧にレクチャーした。

このため、表９のとおり、ＯＭＭにおいて「第１回消費者モニター説明会」を年６回に

分けて実施するとともに、「第１回消費者モニター説明会」の出席者のうちから希望者のみ

「第２回消費者モニター説明会」を年２回に分けて実施した。

【表９】消消費費者者モモニニタターー説説明明会会のの開開催催状状況況

令和６年４月１２日 第１回消費者モニター説明会 ① 出席者数１４名

令和６年４月２３日 第１回消費者モニター説明会 ② 出席者数 ５名

令和６年４月２５日 第１回消費者モニター説明会 ③ 出席者数 ９名

同 上 第１回消費者モニター説明会 ④ 出席者数 ７名

令和６年５月１５日 第１回消費者モニター説明会 ⑤ 出席者数 １名

令和６年５月２８日 第１回消費者モニター説明会 ⑥ 出席者数 １名

令和６年７月２３日 第２回消費者モニター説明会 ① 出席者数１５名

令和６年８月 ２日 第２回消費者モニター説明会 ② 出席者数１８名

③③ イインンタターーネネッットト広広告告及及びび新新聞聞折折込込チチララシシ等等のの収収集集・・調調査査結結果果

前記②の消費者モニター説明会を踏まえ、前記の官民合同不動産広告実態調査の対象物

件を選定するため、消費者モニターに不動産広告の収集を依頼し、インターネット広告を

３５０物件、新聞折込チラシ等を３４７枚集めた。

これを受け、滋賀県１物件及び奈良県１物件のチラシ広告を調査した結果、規約違反は

見受けられなかった。

④④ 消消費費者者モモニニタターー懇懇談談会会のの開開催催

当協議会の事業活動や規約の解釈運用等の参考とするため、ＯＭＭにおいて「消費者モ

ニター懇談会」を表１０のとおり年２回開催した。

【【表表１１００】】消消費費者者モモニニタターー懇懇談談会会のの開開催催状状況況

令和６年１１月１９日 第１回消費者モニター懇談会 出席者数 ３２名

令和７年 ３月１９日 第２回消費者モニター懇談会 出席者数 ３０名

⑤⑤ 令令和和７７年年度度消消費費者者モモニニタターーのの募募集集・・選選定定

令和７年度消費者モニターの募集にあたって案内パンフレットを作成し、ホームペー

ジでの告知をはじめ、公立図書館、消費者センター、ＮＨＫラジオ、新聞媒体等を通じ

て広く消費者モニターを募集したところ、計１４２名の応募があり、府県区分、志望動

機等を考慮して、滋賀県３、京都府６、大阪府１３、兵庫県１０、奈良県５及び和歌山

県３の総数４０名を消費者モニターに選定した。

１０

令和６年度事業報告 

令和６年度事業報告には、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」第３４条

第３項に規定する附属明細書「事業報告の内容を補足する重要な事項」が存在しないので作成し

ない。

令和７年５月

公益社団法人近畿地区不動産公正取引協議会
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１

令和６年度 諸会議・委員会・規約研修会等の開催・出席等の状況

日 時 行 事 名 会 場

４月

日 木
令和６年度第１回事情聴取会

ＯＭＭ
令和６年度第１回措置委員会

日 金 令和６年度第１回消費者モニター説明会 ① ＯＭＭ

日 火 不動産公正取引協議会連合会事務局長会 【不動産連合会】 広島宅建協会

日 木 伝票検印 ① 大手前類第一ビル

日 火 令和６年度第１回消費者モニター説明会 ② ＯＭＭ

日 木
令和６年度第１回消費者モニター説明会 ③

ＯＭＭ
令和６年度第１回消費者モニター説明会 ④

日 火
令和６年度第２回事情聴取会

ＯＭＭ
令和６年度第２回措置委員会

５月

９日 木 令和６年度定時総会・懇親会 【全日京】 ホテルグランヴィア京都

日 火 令和６年度第１回財政委員会 大手前類第一ビル

日 水 令和６年度第１回消費者モニター説明会 ⑤ ＯＭＭ

伝票検印 ② 大手前類第一ビル

令和６年度第１回総務委員会 ＯＭＭ

令和６年度定時総会・懇親会 【全日滋】 琵琶湖ホテル

日 月
令和６年度定時総会・記念講演会 【関住協】 ホテルモントレ大阪

令和６年度定時総会・懇親会 【関住協】 ホテルモントレ大阪

日 水 令和５年度決算監査会 全日大阪会館

日 木
第７３回定時総会・懇親会 【全日大】 ホテルニューオータニ大阪

第６４回定時総会・懇親会 【兵宅】 神戸ポートピアホテル

代議員総会・懇親会 【大宅】 ヒルトン大阪

令和６年度定時総会・懇親会 【全日兵】 ＯＲＩＥＮＴＡＬ ＨＯＴＥＬ ＫＯＢＥ

日 火 令和６年度第１回消費者モニター説明会 ⑥ ＯＭＭ

６月

３日 月
正副会長・専務理事・委員長打合せ ①

ＯＭＭ
令和６年度第１回理事会

４日 火 大阪府関係官庁連絡会 【関西広告審査協会】 京阪神・近畿地区新聞公正取引協議会

日 火 伝票検印 ③ 大手前類第一ビル

日 金

日 金

２

日 金
正副会長・専務理事・総務委員長・財政委員長打合せ

ホテルグランヴィア大阪
令和６年度定時社員総会、第２回理事会、懇親会

７月
日 木 伝票検印 ④ 大手前類第一ビル

日 火 令和６年度第２回消費者モニター説明会 ① ＯＭＭ

８月

２日 金 令和６年度第２回消費者モニター説明会 ② ＯＭＭ

日 月 伝票検印 ⑤ 大手前類第一ビル

日 水 専務理事・事務局打合せ ① 大手前類第一ビル

月

３日 火 総務委員長・事務局打合せ ① ＯＭＭ

６日 金 令和６年度第２回総務委員会 大手前類第一ビル

日 木 不動産公正取引協議会連合会事務局長会 ② 【不動産連合会】 函館商工会議所

日 木 伝票検印 ⑥ 大手前類第一ビル

月

２日 水

大阪府関係官庁連絡会 【関西広告審査協会】 京阪神・近畿地区新聞公正取引協議会

専務理事・事務局打合せ ②
大手前類第一ビル

専務理事・財政委員長・事務局打合せ

３日 木 規約研修会 【兵宅】 兵庫県宅建会館

４日 金

実態調査に係る研修会 【奈宅】 奈良県宅建会館

滋賀県事前審査会 【滋宅･全日滋】 逢坂ビル

京都府事前審査会 【京宅･全日京】 京都府宅建会館

日 水 伝票検印 ⑦ 大手前類第一ビル

日 金
第 回京都府下官民合同不動産広告実態調査 【京宅･全日京】 京都府宅建会館

公正取引協議会連合会ブロック会議 【連合会】 ＫＫＲホテル大阪

日 月

兵庫県事前審査会 【兵宅･全日兵】 兵庫県宅建会館

奈良県事前審査会 【奈宅･全日奈】 奈良県宅建会館

和歌山県事前審査会 【和宅･全日和】 和歌山県宅建会館

日 火
正副会長・専務理事・委員長打合せ ②

ＯＭＭ
令和６年度第３回理事会

月

８日 金 大阪府事前審査会 【大宅･全日大･関住協･近住協】 全日大阪会館

日 火 第 回和歌山県下官民合同不動産広告実態調査 【和宅･全日和】 和歌山県宅建会館

日 金 第 回滋賀県下官民合同不動産広告実態調査 【滋宅･全日滋】 逢坂ビル

日 火
伝票検印 ⑧ 大手前類第一ビル

令和６年度第１回消費者モニター懇談会 ＯＭＭ

日 月 第 回兵庫県下官民合同不動産広告実態調査 【兵宅･全日兵】 兵庫県宅建会館ほか
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１

令和６年度 諸会議・委員会・規約研修会等の開催・出席等の状況

日 時 行 事 名 会 場

４月

日 木
令和６年度第１回事情聴取会

ＯＭＭ
令和６年度第１回措置委員会

日 金 令和６年度第１回消費者モニター説明会 ① ＯＭＭ

日 火 不動産公正取引協議会連合会事務局長会 【不動産連合会】 広島宅建協会

日 木 伝票検印 ① 大手前類第一ビル

日 火 令和６年度第１回消費者モニター説明会 ② ＯＭＭ

日 木
令和６年度第１回消費者モニター説明会 ③

ＯＭＭ
令和６年度第１回消費者モニター説明会 ④

日 火
令和６年度第２回事情聴取会

ＯＭＭ
令和６年度第２回措置委員会

５月

９日 木 令和６年度定時総会・懇親会 【全日京】 ホテルグランヴィア京都

日 火 令和６年度第１回財政委員会 大手前類第一ビル

日 水 令和６年度第１回消費者モニター説明会 ⑤ ＯＭＭ

伝票検印 ② 大手前類第一ビル

令和６年度第１回総務委員会 ＯＭＭ

令和６年度定時総会・懇親会 【全日滋】 琵琶湖ホテル

日 月
令和６年度定時総会・記念講演会 【関住協】 ホテルモントレ大阪

令和６年度定時総会・懇親会 【関住協】 ホテルモントレ大阪

日 水 令和５年度決算監査会 全日大阪会館

日 木
第７３回定時総会・懇親会 【全日大】 ホテルニューオータニ大阪

第６４回定時総会・懇親会 【兵宅】 神戸ポートピアホテル

代議員総会・懇親会 【大宅】 ヒルトン大阪

令和６年度定時総会・懇親会 【全日兵】 ＯＲＩＥＮＴＡＬ ＨＯＴＥＬ ＫＯＢＥ

日 火 令和６年度第１回消費者モニター説明会 ⑥ ＯＭＭ

６月

３日 月
正副会長・専務理事・委員長打合せ ①

ＯＭＭ
令和６年度第１回理事会

４日 火 大阪府関係官庁連絡会 【関西広告審査協会】 京阪神・近畿地区新聞公正取引協議会

日 火 伝票検印 ③ 大手前類第一ビル

日 金

日 金

２

日 金
正副会長・専務理事・総務委員長・財政委員長打合せ

ホテルグランヴィア大阪
令和６年度定時社員総会、第２回理事会、懇親会

７月
日 木 伝票検印 ④ 大手前類第一ビル

日 火 令和６年度第２回消費者モニター説明会 ① ＯＭＭ

８月

２日 金 令和６年度第２回消費者モニター説明会 ② ＯＭＭ

日 月 伝票検印 ⑤ 大手前類第一ビル

日 水 専務理事・事務局打合せ ① 大手前類第一ビル

月

３日 火 総務委員長・事務局打合せ ① ＯＭＭ

６日 金 令和６年度第２回総務委員会 大手前類第一ビル

日 木 不動産公正取引協議会連合会事務局長会 ② 【不動産連合会】 函館商工会議所

日 木 伝票検印 ⑥ 大手前類第一ビル

月

２日 水

大阪府関係官庁連絡会 【関西広告審査協会】 京阪神・近畿地区新聞公正取引協議会

専務理事・事務局打合せ ②
大手前類第一ビル

専務理事・財政委員長・事務局打合せ

３日 木 規約研修会 【兵宅】 兵庫県宅建会館

４日 金

実態調査に係る研修会 【奈宅】 奈良県宅建会館

滋賀県事前審査会 【滋宅･全日滋】 逢坂ビル

京都府事前審査会 【京宅･全日京】 京都府宅建会館

日 水 伝票検印 ⑦ 大手前類第一ビル

日 金
第 回京都府下官民合同不動産広告実態調査 【京宅･全日京】 京都府宅建会館

公正取引協議会連合会ブロック会議 【連合会】 ＫＫＲホテル大阪

日 月

兵庫県事前審査会 【兵宅･全日兵】 兵庫県宅建会館

奈良県事前審査会 【奈宅･全日奈】 奈良県宅建会館

和歌山県事前審査会 【和宅･全日和】 和歌山県宅建会館

日 火
正副会長・専務理事・委員長打合せ ②

ＯＭＭ
令和６年度第３回理事会

月

８日 金 大阪府事前審査会 【大宅･全日大･関住協･近住協】 全日大阪会館

日 火 第 回和歌山県下官民合同不動産広告実態調査 【和宅･全日和】 和歌山県宅建会館

日 金 第 回滋賀県下官民合同不動産広告実態調査 【滋宅･全日滋】 逢坂ビル

日 火
伝票検印 ⑧ 大手前類第一ビル

令和６年度第１回消費者モニター懇談会 ＯＭＭ

日 月 第 回兵庫県下官民合同不動産広告実態調査 【兵宅･全日兵】 兵庫県宅建会館ほか
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３

日 金 第 回奈良県下官民合同不動産広告実態調査 【奈宅･全日奈】奈良県宅建会館

月

３日 火

令和６年度不動産広告に関する消費者講座 ＯＭＭ

大阪府関係官庁連絡会 【関西広告審査協会】 京阪神・近畿地区新聞公正取引協議会

規約研修会 【全日和】 和歌山県勤労福祉会館

日 月 第 回大阪府下官民合同不動産広告実態調査【大宅･全日大･関住協･近住協】 全日大阪会館ほか

日 木 伝票検印 ⑨ 大手前類第一ビル

１月

９日 木 大阪府関係官庁連絡会 【関西広告審査協会】 京阪神・近畿地区新聞公正取引協議会

日 水 新年賀詞交換会 【全日本部】 ホテルニューオータニ

日 金 令和６年度義務講習会 規約研修会 ＯＭＭ

日 月 伝票検印 ⑩ 大手前類第一ビル

日 金 各種表彰受賞者祝賀会兼新年互礼会 【大宅】 ヒルトン大阪

日 月 令和６年新年互礼会 【関住協】 ホテルモントレ大阪

日 水 専務理事・事務局打合せ ③ 大手前類第一ビル

２月

日 月 大阪府事前審査会 【大宅･全日大･関住協･近住協】 全日大阪会館

日 水 総務委員長・事務局打合せ ② ＯＭＭ

日 火 伝票検印 ⑪ 大手前類第一ビル

日 水 専務理事・事務局打合せ ④ ＯＭＭ

日 火 規約研修会 【兵宅・加古川支部】 ＳＨＯＷＡグループ市民会館

「景品表示適正化功績団体」大臣表彰式 【消費者庁】 中央合同庁舎第４号館

専務理事・調査委員長・表示審査委員長打合せ
ＯＭＭ

専務理事・調査委員長・表示審査委員長・措置委員長打合せ

３月

３日 月 第 回大阪府下官民合同不動産広告実態調査 【大宅･全日大･関住協･近住協】 全日大阪会館

４日 火 大阪府関係官庁連絡会 【関西広告審査協会】 京阪神・近畿地区新聞公正取引協議会

７日 金 令和６年度不動産広告問題研究会及び懇親会 大阪キャッスルホテル

日 水 令和６年度第３回総務委員会 ＯＭＭ

日 金
伝票検印 ⑫

ＯＭＭ
令和６年度第２回財政委員会

日 水 令和６年度第２回消費者モニター懇談会 ＯＭＭ

日 水
正副会長・専務理事・委員長打合せ ③

大阪キャッスルホテル
令和６年度第４回理事会及び懇親会

※ 構成団体等の通常総会や規約研修会等については出席・出務したものだけを記載しています。

日 水

△ 4,743,439

退職給付引当資産

　 特定資産合計

　 流動資産合計 △ 4,138,630

当　年　度 前　年　度

 ⑵　その他固定資産

７０周年記念事業積立資産

現金預金

棚卸資産

前払金

前払家賃

増　　　　減

Ⅰ　資産の部

科　　　　目

(単位：円)

令 和 ７ 年 ３ 月 ３ １ 日 現 在

決議事項第１号 令和６年度決算案の承認に関する件

２．固定負債

   固定負債合計

   負債合計

退職給付引当金

△ 244,605

   固定資産合計

うち基本財産への充当額

うち特定資産への充当額

Ⅲ　正味財産の部

うち特定資産への充当額

   正味財産合計

   負債及び正味財産合計

電話加入権

敷金

１．指定正味財産

   資産合計

預託金

Ⅱ　負債の部

未払金

前受金

預り金

１．流動負債

   その他固定資産合計

　 流動負債合計

うち基本財産への充当額

貸    借    対    照    表

１．流動資産

２．固定資産

 ⑴　特定資産

２．一般正味財産
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